
管理職員の手当の改善を求める
管理職手当および管理職特勤の改善

国土交通省管理職ユニオン

中 央 本 部（2023.7）

管理職ユニオンは手当の改善を求めています

①災害時または災害の発生が予想される場合
→ 超過勤務手当の支給を

②上記の体制以外の場合（深夜勤務）
→ 超過勤務手当の支給を

③管理職員特別勤務手当について
→ 在宅勤務を含め、原則支給を
→ 深夜勤務は0時から支給を22時からに

★ 俸給の特別調整額（管理職手当）
平成19年度から定額化（それまでは率）
支給金額の大幅引き上げ要求
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